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術後疼痛管理チーム加算が新設された背景①②

①術後痛の遷延は早期離床の妨げとなり、術後合併症の発生率増加や在院日数の延長につながることが指摘されています
②術後疼痛管理チームの介入により、患者のQOL向上、術後合併症の減少、在院日数の短縮などの効果が報告されています

術後痛の遷延

術後合併症の発生率増加

在院日数の延長

【出典】 第504回中央社会保険医療協議会総会 個別事項（その９）より抜粋
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術後疼痛管理チーム加算が新設された背景③
③術後疼痛管理に係るモデルケースとして薬剤師が含まれており、その業務として薬剤の効果、副作用の
評価、評価を踏まえた対処薬の提案、薬剤の適正使用に係る患者指導等が想定されています

【出典】 中医協総会 令和3年12月10日 個別事項(その9)より抜粋し日医工にて編集

臨床工学技士

薬剤師

医師

看護師

【医師】（麻酔科医、外科医）
・術後疼痛管理にかかる治療計画の立案
・疼痛コントロールを含む総合評価
・合併症への対応
・チーム全体の監督と教育

【看護師】（手術室看護師、周術期看護師）
・術後疼痛・意識状態のアセスメント
・鎮痛剤の効果、副作用の確認
・PCAポンプの管理
・褥瘡・神経障害の予防・評価
・早期離床の促進

【臨床工学技士】
・PCA（自己調節鎮痛）ポンプの保守整備
・PCAポンプのエラー対応
・PCAポンプの使用に係る病棟への周知、指導

【薬剤師】
・薬剤の効果・副作用の評価
・評価を踏まえた対処薬の提案
・薬剤の適正使用に係る患者指導

術後疼痛管理チームによる質の高い術後疼痛管理
（離床の改善、術後合併症の減少、入院日数短縮）

術後疼痛管理に係るモデルケース
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マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う
手術を行った患者で、手術後に継続した
①硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続注入
②神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
③麻薬を静脈内注射

により投与しているもの（覚醒しているものに限る）

術後疼痛管理チーム加算
・術後疼痛管理チーム加算が新設され、術後疼痛管理チーム構成員に薬剤師が含まれました
・チームに課せられた業務として術後疼痛に対するプロトコルの作成や疼痛管理・評価が求められています

項目 主な概要 点数

入院基本料

術後疼痛管理チーム加算

【施設基準】
・麻酔科を標榜する医療機関
・手術後の患者の疼痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
【業務内容】
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者
で、継続して手術後の疼痛管理を要するものに、麻酔に従事する医師、看護
師、薬剤師が共同して疼痛管理を行う

100点/1日
手術日翌日から起算し3日を限度

対象患者

術後疼痛管理チーム
（術後疼痛管理に係る専門的知識を有した多職種チーム）

術後疼痛管理プロトコルの作成

疼痛管理・評価

診療録への記載・疼痛スコアの減弱
・生活の質の向上
・合併症予防 等

を目的として必要な疼痛管理を行う
（必要に応じてチーム以外の医師・看護師等と
連携して対応）

【2022/4/11疑義解釈その３】
一連の入院期間中に、全身麻酔を
伴う複数の手術を実施した場合、
一連の入院期間中に実施された手
術のうち主たるものについてのみ算定
すること

【2022/5/13疑義解釈その８】
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤
の持続的注入等が３日未満で終了
した患者についても、要件を満たせば
３日を限度として算定可能

・急性期一般入院基本料
・結核病棟入院基本料
・特定機能病院入院基本料
（一般病棟又は

結核病棟に限る。）
・専門病院入院基本料
・救命救急入院料
・特定集中治療室管理料
・ハイケアユニット入院医療管理料
・小児特定集中治療室管理料

・総合周産期特定集中治療室管理料
（母体・胎児集中治療室管理料に限る）
・小児入院医療管理料
・特定一般病棟入院料

算定可能病棟
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術後疼痛管理チーム加算の施設基準➀

常勤麻酔従事医師

薬剤師
疼痛管理研修修了

看護師
疼痛管理研修修了

術後疼痛管理チーム

臨床工学技士
疼痛管理研修修了

配置が望ましい

専任

専任 専任

配置

年間200症例以上の麻酔管理を行っている
保険医療機関で
手術室又は周術期管理センター等で
2年以上の勤務経験を有するもの

薬剤師としての
勤務経験が５年以上
うち２年以上が
周術期関連の勤務経験を
有しているもの

・手術室
・周術期管理センター
・集中治療部門
の勤務経験を３年以上有しているもの

【2022/3/31疑義解釈その１】
術後疼痛管理チームの麻酔に従事
する常勤の医師が、
麻酔管理料(Ⅰ)における麻酔後の
診察を行うことと併せて
必要な疼痛管理を行うことは可能

【2022/4/28疑義解釈その７】
年間200症例以上の麻酔管理を
行っている症例とは、
「マスク又は気管内挿管による閉鎖
循環式全身麻酔を伴う手術を行っ
た患者」
に係るものを指す
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・術後疼痛管理チームが組織上明確に位置づけられていること

当院では
「術後疼痛管理チーム」
による、疼痛管理を行っ
ています

組織的な位置づけ

院内掲示
・病棟の見やすい場所に「術後疼痛管理チームによる診療が行われている」旨の掲示をする

術後疼痛管理チーム加算の施設基準②

例

ナースステーション
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術後疼痛管理チーム加算の施設基準③

ア 医療関係団体等が主催する26時間以上の研修であって、当該団体より修了証が交付される研修である
こと。

イ 術後疼痛管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び臨床工学技士等の養成を目的
とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。

研修内容

(イ) 術後疼痛に関係する解剖、生理、薬理学
(ロ) 術後疼痛発症例の抽出・早期対応
(ハ) 術後疼痛に対する鎮痛薬の種類と説明・指導
(ニ) 硬膜外鎮痛法、末梢神経ブロックのプランニングとモニタリング
(ホ) 患者自己調節式鎮痛法のプランニングとモニタリング
(ヘ) 術後鎮痛で問題となる術前合併症・リスクの抽出
(ト) 術後鎮痛法に伴う合併症の予防・発症時の対応
(チ) 在宅術後疼痛・院外施設での術後疼痛管理法の指導
(リ) 手術別各論

【2022/3/31疑義解釈その１】
看護師の「術後疼痛管理に係る所定の研修」は以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「手術看護」
② 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる
「術後疼痛管理関連」の区分の研修

③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる
以下のいずれかの領域別パッケージ研修

・ 外科術後病棟管理領域
・ 術中麻酔管理領域
・ 外科系基本領域
④ 日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」（令和４年３月31日までに、日本麻酔科学会が定める従
前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されていれば、次期更新までは満たしていると
判断して差し支えない

【2022/4/28疑義解釈その７】
薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」は、
現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する
（令和４年３月31日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリ
キュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者につい
ては、次期更新までは満たしていると判断して差し支えない）
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術後疼痛管理チーム加算まとめ

●術後疼痛管理チームの設置により、全身麻酔患者に対して、離床の改善、術後合併
症の減少、入院日数短縮などが期待されています

●2022年度診療報酬改定では、薬剤師も含めたチーム医療による対応が評価され、
術後疼痛管理チーム加算が新設されました

●術後疼痛管理チームに課せられた業務として、術後疼痛に対するプロトコルの作成や
疼痛管理・評価が求められています

●術後疼痛管理チームの専任となるには、看護師、薬剤師に対して研修の修了が求め
られていますので、計画的な研修受講も必要と考えられます
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

https://stu-ge.nichiiko.co.jp/registrations/index?utm_source=Stu-GE&utm_medium=referral&utm_campaign=PDF&utm_term=20221102-2019
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